
Ⅰ　個人

１．収集資料 〇 受信通知

（１）資料の有無

１）所得税等の確定申告書

□決算書（損益計算書及び貸借対照表）はあるか。

□減価償却費の計算表（固定資産台帳）はあるか。（裏表なので、コピー忘れがないか注意。）

□税務書受付印の押印又はデータ受信通知が添付されているか。

□決算書（損益計算書）の科目ごとの金額と総勘定元帳等の科目の金額が一致しているか。

　〇決算書（損益計算書）

〇 総勘定元帳
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Ⅰ　個人

２）消費税及び地方消費税確定申告書等
〇 消費税等調査表

□　前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」
□　基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」
■　基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控）」
□　消費税簡易課税制度選択届出書
□　消費税簡易課税制度選択不適用届出書
□　消費税課税事業者選択届出書
□　消費税課税事業者選択不適用届出書
□　消費税課税事業者届出書
□　消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
□　法人設立届出書
□　個人事業の開廃業等届出書
□　消費税の新設法人に該当する旨の届出書
□　消費税課税事業者届出書（特定期間用）
□　特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書(控)、源泉徴収簿等）
□　特定新規設立法人に該当する旨の届出書
□　高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書
□　その他の資料

３）総勘定元帳又は経費帳

□決算書（損益計算書）の科目に対応する総勘定元帳はあるか。
〇決算書「〇給料賃金の内訳」

４）賃金台帳

□直近3ヶ月の従業員の賃金台帳はあるか。

□決算書「〇給料賃金の内訳」に記載の従業員と賃金台帳（直近3ヶ月）に記載の従業員の相違
を確認。

調
査
・
収
集
し
た
資
料

□前年又は前事業年度、基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書等」、その他
「消費税等調査表」の「調査・収集した資料」に記載の資料はあるか。
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Ⅰ　個人

５）継続的契約に関する契約書、各種領収書等

（固定的な経費の補償額のチェックにおいて確認する。）

６）営業許可に関する証書等

□業種、営業種目に応じた営業許可に関する証書等があるか。 〇決算書

２．営業補償の対象者（被補償者）

（１）屋号・代表者

（２）本店及び営業休止対象の事業所

（３）事業（営業）種目

□事業種目が正しいか。（報告書記載事項、営業調査総括表及び確定申告書等の確認。）

□事業所が複数の事業種目を行っている場合、営業休止対象の事業所の事業種目は何か。 〇確定申告書

□事業所の屋号及び代表者が正しいか。
（報告書記載事項、営業調査総括表及び確定申告書等の確認。）

□営業補償の対象となる事業所の所在地と本店の所在地が正しいか。
（報告書記載事項、営業調査総括表及び確定申告書等の確認。）

□不動産所得がないか。（確定申告書（第一表）の確認。）不動産所得があれば移転対象かどう
かを確認し、移転対象であれば営業休止の対象となるか家賃減収補償の対象かを確認する
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Ⅰ　個人

（４）営業概要

□企業の沿革、営業の概要が正しいか。（報告書記載事項及び営業調査総括表の確認。）

□主な仕入先は正しいか。（仕入先調査表及び総勘定元帳の仕入高、売掛金等の確認。） 〇仕入先調査表

□売上構成は正しいか。（報告書記載事項、営業調査総括表及び元帳明細（経費等拾い表）の確認。） 〇営業総括表

（５）税務申告（所得税）の方式

□税務申告方式が青色申告か白色申告かを確認。（報告書記載事項及び確定申告書等の確認。）

（６）営業休止対象の事業所の権利態様(権原)

□営業休止対象の事業所の土地及び建物の所有者が正しいかを確認。（報告書記載事項、土地及び建物の登
記記録並びに営業調査総括表の確認。）

□営業休止対象の事業所の営業に係る権原が正しいかを確認。（報告書記載事項、土地又は建物に係る賃貸
借契約書等及び営業調査総括表の確認。）
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（７）損益の推移 〇損益計算書比較表

□過去３年間の損益の推移が正しいか。（報告書記載事項及び損益計算書比較表の確認。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇決算書（損益計算書）

〇損益の推移に関するグラフ

□過去３年間の損益の推移に特異な状況が見受けられないか。（急激な売上高、営業利益の増減等。）

（８）組織の概要

３．移転工法等

４．営業休止対象の事業所等

□営業を休止する範囲（地理的・組織的要素）

□事業所の組織が正しいか。（報告書記載事項、添付の組織図並びに合計残高試算表又は事業所ごとの損益
計算書の確認。）

□移転工法の確認（構外移転、構内移転、借家継続、借家継続困難、機械設備復元、機械設備再築の別。）(報
告書記載事項の確認。)
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Ⅰ　個人

５．営業休止期間

□移転工程が建物の移転方法・工法と整合しているか。 〇移転工程表

□構内移転の場合、建物等の移転工程が適正か。

□動産の移転工程が適正か。

□許認可等の申請にかかる工程が適正か。

６．消費税等相当額の補償

（１）会計処理の方法

（２）補償の要否

１）消費税等調査の内容

□調査・収集した資料は適正か。

２） 消費税等相当額補償の要否判定及び補償内容

□消費税等相当額補償の要否判定フローの内容は適正か。

□基準期間の課税売上高が1年に満たない場合の確認事項として、個人事業の開業届出書があるか。

□補償用課税売上割合の率、一部補償の場合の共用資産の承認割合は適正か。

□免税事業者かどうかの判定のため、事業者からの聞き取り結果、基準期間に対応する「所得税の確定申告
書」、総勘定元帳の売上高の内訳より基準期間の課税売上高の確認が適正に行われているか。

□基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合であっても特定期間（1年前の1～6月)の課税売上高又は給与
等支払総額が1,000万円を超えていれば課税事業者となるため、その確認。

□直近決算期において簡易課税制度を採用しているか。課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税制度
が採用可能。

□免税事業者か原則課税事業者か、原則課税事業者の場合、税込・税抜経理方式のどちらを採用しているか。
勘定科目に「消費税等」とある場合は税込経理方式であり、「仮払消費税」、「仮受消費税」とある場合は税抜経
理方式である。月末、決算時に一括で税抜処理する場合もあるので注意。
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Ⅰ　個人

７．補償額の算定 〇決算書（損益計算書）

（１）損益計算書

１）損益計算書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇損益計算書

２）分離損益計算書(損益の分離が必要な事業所)

□損益の分離方針が記載されているか。

□損益計算書が作成されている場合（総勘定元帳からの転記ミス等による決算書の数値の誤りにより、適正な数
値に修正した損益計算書を作成し算定根拠とすることもある。）は、決算書からの転記に誤りがないか。（決算書
を修正している場合はその旨が明記されているか。）

□複数の事業を行っている場合及び複数の事業所が存しその一部が営業休止する場合には損益の分離が必要
であり、その場合は以下について確認する。

□分離の対象が適正か①：　事業運営(営業・製造)のフロー、当該フローの各段階に対応する組織が把握されて
いるか。

□分離の対象が適正か①：　採用される移転工法・移転方法によって休止する組織が適切に把握され分離され
ているか。
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Ⅰ　個人

□分離の方法が適正か①：組織上の管轄と損益の関係性が明確に把握され、損益の分離が行われているか。

〇決算書（損益計算書）

（２）元帳明細（経費拾い表）

□損益項目に関する勘定科目の全取引が総勘定元帳等から漏れなく転記されているか。

〇総勘定元帳付属明細書

〇総勘定元帳付属明細書

□摘要の種別ごとに集計されているか。

□分離の方法が適正か②：売上が取引の積み上げにより明確に分離されているか。通常、売上は按分による分
離を行わず、取引の積み上げによる。（製造業における工場を分離する場合は、製造原価の積み上げから売上
を按分することがある。）

□分離の方法が適正か③：売上原価が取引の積み上げにより明確に分離されているか。通常、売上原価は按分
による分離を行わず、取引の積み上げによる。（個別の取引が把握できなかった場合は、やむを得ず売上高比率
等により按分することもある。）

□分離の方法が適正か④：販売費及び一般管理費が適正に分離されているか。個々の取引の分離が可能なも
の、按分によるもの等が適切に判断されているか。按分の場合は、適切な比率で按分されているか。（一般的に、
事業内容が同様の事業間については売上高比率、異なる事業間については売上総利益率による。その他、法定
福利費については、労務費率により按分する場合もある。）

ｃ
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Ⅰ　個人

□勘定科目ごとの合計が損益計算書と一致しているか。 〇総勘定元帳付属明細書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇損益計算書
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Ⅰ　個人

（３）休業期間中の収益減又は所得減の補償
〇総勘定元帳付属明細書

１）認定所得額

□認定所得額算定書の営業利益が決算書（損益計算書）の差引金額又と一致しているか。

　〇決算書（損益計算書）

□事業税等が加算されているか。

２）収益減の補償額

〇営業補償金算定書□営業補償金算定書（総括表）の収益減の補償額について、認定収益額×営業休止期間÷365日の算定式に正
しい数値が記載されているか、及び計算結果が正しいか。
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Ⅰ　個人

（４）一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失の補償

□固定費と変動費の分解が営業補償調査算定要領別表３費用分解基準一覧に基づき適正に行われているか。 〇費用分解基準一覧表

〇得意先喪失補償額算定書

11



Ⅰ　個人

□固定費と変動費の分解がそれぞれ適正に行われているか。（勘定科目の詳細について検討されているか。）

〇費用分解一覧表 〇費用分解に関する付表

〇得意先喪失補償額算定書
□売上高に所得認定の際に加算した雑収入等が加算されているか。
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Ⅰ　個人

□限界利益率の計算が適正に行われているか。 〇得意先喪失補償額算定書

□売上減少率が営業補償調査算定要領別表２売上減少率表に基づき適切に選択されているか。

〇得意先喪失補償額算定書
〇売上減少率表
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〇得意先喪失補償額算定書

□得意先喪失の補償の算定式に基づき補償金額が正しく計算され、営業補償金算定書（総括表）に正しく計上さ
れているか。

〇得意先喪失補償額算定書 〇営業補償金算定書（得意先喪失補償）

（５）固定的な経費の補償額

□損益計算書の各科目の合計と固定的経費附属明細書の各科目の合計の数値が一致しているか。

〇損益計算書 〇固定的経費付属明細書

□「固定的経費認定基準」に基づき固定的経費が認定されているか。

□消費税の原則課税事業者で税込経理方式を採用している場合は、従前1ヶ月の売上高が税抜き処理されてい
るか。
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Ⅰ　個人

□固定的経費の認定額が元帳明細（経費拾い表）の金額と一致しているか。

〇総勘定元帳付属明細書 〇固定的経費付属明細書

〇証憑の例

〇証憑の例

□車検代が経費として一括計上されている場合は法定費用、自動車重量税のみ認定しているか。

□認定する経費の証憑が添付されているか、又は添付されていない場合においても取引の状況から客観的にみ
て継続的な支出と認められるか。
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□店舗併用住宅の場合、基本料金の認定金額が経費割合を考慮した数値になっているか。

□減価償却費は決算書の「〇減価償却費の計算」及び元帳明細を確認し、当期償却額が認定されているか。

〇減価償却費の計算 〇総勘定元帳付属明細書

□広告宣伝費におけるカレンダー制作費等は、毎期継続した支出があるもののみ認定しているか。

□継続的に支払われている費用であっても、休業期間中に一時解約が可能なものは認定から除外しているか。
〇固定的経費付属明細書
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□固定的経費内訳表における認定金額が固定的経費附属明細書の認定金額の合計額と一致しているか。

〇固定的経費内訳書

〇固定的経費付属明細書

〇補償補償金算定書（総括表）

〇固定的経費内訳書

□補償補償金算定書（総括表）の固定的な経費の補償額について、固定的経費認定額×営業休止期間÷365日
の算定式に正しい数値が記載されているか、及び計算結果が正しいか。
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（６）従業員に対する休業手当相当額の補償

□直近3ヶ月の平均賃金の算定方法（直近3ヶ月の賃金総額を暦日数で除す。）は適切か。
〇従業員調査表

〇従業員に対する休業手当相当額算定書

□通勤手当、休業手当の補償の要否判断は適切か。

〇営業補償金算定書（総括表）

□補償対象となる従業員の認定は適切か。（一時限りの臨時雇用に該当するか、労働契約、雇用保険、社会保
険等の加入状況を確認し判断されているか。）

□補償補償金算定書（総括表）の従業員に対する休業手当相当額の補償額について、一日あたり平均賃金×補
償率80％×営業休止期間の算定式に正しい数値が記載されているか、及び計算結果が正しいか。
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Ⅰ　個人

（７）移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失の補償

１）移転公告費

２）その他費用

□営業許可等の新規、変更等手続が必要なもののみ計上されているか。

〇営業許可等手続の費用に関する聞き取りメモ

□定められた補償額基準表がある場合は、当該表の区分に応じた補償金額が計上されているか。（業種、広告
宣伝費等による区分）

□積み上げによる算定の場合は、広告の印刷枚数、印刷費、広告回数、移転通知費用、通知枚数、開店祝い費
用、招待客数等が適正か。

□営業許可等の新規、変更等手続の費用については、申請等手数料、委託業務報酬額等の認定が適正か。(根
拠資料、許認可庁への聞き取り調査結果等が添付されているか。)

□名刺、その他印刷物等の作り替え費用等を補償する場合は、その数量が現在在庫数、発注ロット等から適切
に認定されているか。
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（８）消費税等相当額の補償

□消費税等相当額の補償の要否が「消費税等相当額補償の要否判定フロー」のとおりとなっているか。

〇固定的経費付属明細書

□移転広告費に係る消費税等相当額については、標準税率と軽減税率とで適切に区分されているか。
〇営業補償金算定書

□消費税等相当額の一部の補償が必要な場合においては、消費税等調査表において計算された共用資産の承
認割合が適切に用いられているか。

□消費税等相当額の補償が必要な場合、固定的経費の基本料金に係る消費税等相当額については、固定的経
費附属明細書において適切に計上されているか。
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